
第 ３ 回 近 畿 圏 大 深 度 地 下 使 用 協 議 会 概 要

○ 日 時 ： 平 成 １ ６ 年 １ 月 １ ６ 日 (金 )１ ４ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ３ ０

○ 場 所 ： プ リ ム ロ ー ズ 大 阪 ・ ２ 階 「 鳳 凰 東 の 間 」

○ 出 席 者 ： 別 紙 １ 参 照

○議 事：別紙２参照

－ 主 な や り と り は 以 下 の と お り －

【 （ ） 】大 深 度 地 下 の 公 共 的 使 用 に お け る 安 全 の 確 保 に 係 る 指 針 案 に つ い て

【 （ ） 】大 深 度 地 下 の 公 共 的 使 用 に お け る 環 境 の 保 全 に 係 る 指 針 案 に つ い て

・ 基 本 方 針 の 安 全 及 び 環 境 の 保 全 に 係 る 事 項 に つ い て 具 体 的 指 針 を 定

め 、 事 業 計 画 の 基 本 方 針 へ の 適 合 を 図 る と と も に 、 的 確 な 使 用 認 可 手

、 。続 を 行 い 大 深 度 地 下 の 適 正 か つ 合 理 的 な 利 用 に 資 す る た め 策 定 す る

今 後 、 国 土 交 通 省 都 市 ・ 地 域 整 備 局 に お い て 協 議 会 の 意 見 を 踏 ま え て

作 成 し 、 関 係 部 局 に 通 知 を 行 う 予 定 。

・ 指 針 に つ い て は 、 事 業 で も い ろ い ろ な も の が あ る と い う こ と で 、 施 設

、 。横 断 的 な 書 き 方 と し て 原 則 と し て 必 要 な こ と に つ い て ま と め て い る

（国土交通省）

【 大 深 度 地 下 地 盤 調 査 マ ニ ュ ア ル （ 案 ） に つ い て 】

・ 法 施 行 時 に 作 成 さ れ た 申 請 マ ニ ュ ア ル と 事 務 処 理 要 領 を 補 足 す る マ ニ

ュ ア ル と し て 取 り ま と め る 。 適 用 範 囲 は 、 法 に 基 づ く 事 業 に お い て 、

大 深 度 地 下 を 特 定 す る た め に 実 施 す る 地 盤 調 査 な ど と な る 。

・ マ ニ ュ ア ル で は 、 大 深 度 地 下 使 用 制 度 に お け る 地 盤 調 査 と し て 、 大 深

度 地 下 の 定 義 、 手 続 の 流 れ 、 必 要 な 地 盤 情 報 、 支 持 地 盤 の 定 義 と 地 盤

特 性 の 他 に 、 大 深 度 地 下 特 定 の た め の 地 盤 調 査 の 方 法 に つ い て 、 調 査

の 流 れ や 手 法 と 調 査 項 目 、 あ る い は 調 査 手 法 の 組 み 合 わ せ 、 調 査 の 密

度 及 び 精 度 と 大 深 度 地 下 の 特 定 な ど を 示 し て い る （ 国 土 交 通 省 ）。

【 大 深 度 地 下 利 用 の 現 状 ・ 見 込 み 】

・ 東 京 外 か く 環 状 道 路 に つ い て 、 平 成 １ ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 に 国 と 東 京 都 に

よ っ て 、 関 越 自 動 車 道 の 大 泉 Ｊ Ｃ Ｔ か ら 中 央 自 動 車 道 を 経 て 、 東 名 高

速 道 路 に 至 る 約 １ ６ ｋ ｍ の 区 間 に お い て 、 地 上 部 へ の 影 響 を 小 さ く す

る た め 、 極 力 、 大 深 度 地 下 を 活 用 す る 方 針 が 打 ち 出 さ れ て い る 。 現 在

は 、 沿 線 区 市 長 と の 意 見 交 換 、 環 境 影 響 評 価 方 法 書 の 公 告 ・ 縦 覧 、 さ

ら に 環 境 関 係 の 現 地 調 査 を 実 施 し て い る （ 国 土 交 通 省 ）。

・ 上 水 道 事 業 の 大 容 量 送 水 管 （ 淀 川 か ら 神 戸 市 内 へ の 水 源 ） の 最 西 端 に

あ た る 第 ３ 工 区 で 大 深 度 地 下 使 用 法 を 視 野 に 入 れ た 計 画 を 策 定 し て い

、 。る の で 平 成 １ ７ 年 度 以 降 に 協 議 会 で 具 体 的 調 整 を 行 う 可 能 性 が あ る



今 後 、 地 質 等 の 調 査 後 、 環 境 に 関 す る 指 針 や 安 全 に 関 す る 指 針 に 基 づ

く 調 査 を 進 め て い こ う し て い る （ 神 戸 市 ）。

→ 認 可 権 者 と し て は 、 地 下 水 へ の 配 慮 と 土 質 支 持 層 の 連 続 性 確 認 等 が 課

題 で あ る と 考 え て い る 。 地 下 水 に つ い て 、 水 道 事 業 は 環 境 影 響 評 価 の

対 象 外 で あ る が 、 準 じ る 形 で 環 境 対 策 を 実 施 し て い く 必 要 が あ る 。 支

持 層 の 連 続 性 に つ い て は 、 六 甲 山 の 山 麓 部 に 入 っ て い く も の で あ る か

ら 、 管 が 入 る 周 辺 で 連 続 性 な ど に つ い て 調 査 を し て い く 必 要 が あ る 。

事 業 の 公 益 性 に 留 意 し つ つ 、 今 回 作 成 さ れ た 指 針 ・ マ ニ ュ ア ル な ど を

も と に 適 正 に 判 断 を し て い き た い （ 兵 庫 県 ）

【意見交換】

・ 地 下 水 へ の 影 響 を は じ め 環 境 の 保 全 に 対 し て は 、 法 律 や 条 例 に 基 づ く

環 境 影 響 評 価 手 続 が あ り 、 イ メ ー ジ が し や す い が 、 安 全 に つ い て の 手

続 を 具 体 的 に ど う 進 め れ ば い い か 、 疑 問 に 思 っ て い る （ 大 阪 府 ）。

→ 安 全 に つ い て は 、 個 別 事 業 法 で 手 続 が あ る け れ ど も 、 大 深 度 地 下 法 の

中 で は 基 本 方 針 に 適 合 す る と い う こ と が 要 件 で 、 基 本 方 針 を 具 体 的 に

示 す も の と し て 指 針 を 示 し た 。

・ 都 市 部 の 大 深 度 地 下 利 用 に お い て は 大 量 の 建 設 発 生 土 が 発 生 す る と 想

定 さ れ る 。 大 深 度 に 限 ら ず 、 建 設 発 生 土 の 再 利 用 に は 努 力 を し て い る

が 、 残 念 な が ら 、 あ る べ き 姿 に は ま だ 至 っ て い な い 。 今 後 、 こ う い っ

た 事 案 が 出 て き た 際 に 、 指 針 に も う た っ て い る よ う な 再 利 用 方 策 に つ

い て ど の よ う な 仕 組 み で 進 め て い く べ き な の か （ 大 阪 府 ）。

→ 建 設 発 生 土 の 再 利 用 の 方 策 、 発 生 土 の 利 用 基 準 に つ い て は 、 い ろ い ろ

な 基 準 案 が 出 て い る と 思 わ れ る が 、 そ の よ う な 基 準 案 を 参 照 す る こ と

に な る 。 や は り 地 域 ご と に そ れ ぞ れ で き る だ け 環 境 の 影 響 を 抑 え て い

くことが必要。

・ 具 体 的 検 討 状 況 に つ い て 、 担 当 者 レ ベ ル で 情 報 共 有 で き る よ う に し て

もらいたい （大阪府）。

→ 具 体 の 事 業 も 徐 々 に イ メ ー ジ が 出 て き た と い う こ と で あ る の で 、 担 当

者 レ ベ ル の 情 報 交 換 の 場 も 検 討 し て い き た い （ 国 土 交 通 省 ）。

・ 大 深 度 地 下 を 使 う 公 共 施 設 は 、 迅 速 な 審 査 が 求 め ら れ る 。 関 係 法 令 の

遵 守 は 当 然 で あ る け れ ど も 、 迅 速 な 手 続 の 実 現 に 向 け て 、 今 後 ど う 取

り組むべきか （大阪府）。

→ 国 と 県 で 、 審 査 手 順 は で き る だ け 共 通 化 し な け れ ば い け な い と 思 っ て

い る 。 ま た 、 大 深 度 地 下 法 の 基 準 と 各 事 業 が 持 つ 固 有 の 基 準 の 適 合 性

審 査 に つ い て は 、 個 別 審 査 で は 事 業 者 に と っ て 大 変 で あ る の で 一 緒 に

審 査 で き る よ う に 各 部 局 へ 相 談 つ つ あ る 。 さ ら に 、 申 請 に 必 要 な 資 料

の イ メ ー ジ を 理 解 し や す く す る た め に 、 審 査 時 に 提 出 し て ほ し い 資 料

の 例 を 、 都 道 府 県 と も 相 談 し な が ら 、 参 考 資 料 と し て ま と め て い き た

い （国土交通省）。



別紙１

第 ３ 回 近 畿 圏 大 深 度 地 下 使 用 協 議 会 出 席 者 名 簿

機関名 所属部 所属課 職名

消防庁 特殊災害室 原子力災害係長

文化庁 欠

厚生労働省 欠

環境省 環境管理局 土壌環境課 室長

地下水・地盤環境室

近畿管区警察局 広域調整部 広域調整第二課 災害対策官

大阪防衛施設局 施設部 施設企画課 課長

近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 課長補佐

近畿財務局 管財部 次長

近畿農政局 整備部 部長

近畿経済産業局 産業企画部 産業立地課 課長

近畿運輸局 局長

京都府 土木建築部 下水道課 課長

大阪府 土木部 事業管理室 参事

兵庫県 県土整備部企画調整 技術企画課長

局

奈良県 土木部 次長

京都市 都市計画局都市企画 都市計画課 課長

部

大阪市 計画調整局 局長

神戸市 企画調整局 参事

国土交通省 政策統括官

国土交通省 審議官

国土交通省 都市・地域整備局 大都市圏整備課 課長

（併）大都市圏整備課大深度地下利用企画室 （併）大深度地下利用企画室長

大深度地下利用企画官国土交通省 都市・地域整備局 大都市圏整備課

大深度地下利用企画室

近畿地方整備局 局長

近畿地方整備局 建政部 部長

近畿地方整備局 建政部 計画管理課 課長



別紙２

第 ３ 回 近 畿 圏 大 深 度 地 下 使 用 協 議 会

日 時 ： 平 成 １ ６ 年 １ 月 １ ６ 日 (金 )
１ ４ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ３ ０

場 所 ： プ リ ム ロ ー ズ 大 阪 ２ 階 鳳 凰 東 の 間

議 事 次 第

１ ． 開 会

２ ． 国 土 交 通 省 挨 拶

３ ． 出 席 者 紹 介

４ ． 大 深 度 地 下 の 公 共 的 使 用 に お け る 安 全 の 確 保 に 係 る 指 針

に つ い て

５ ． 大 深 度 地 下 の 公 共 的 使 用 に お け る 環 境 の 保 全 に 係 る 指 針

に つ い て

６ ． 大 深 度 地 下 地 盤 調 査 マ ニ ュ ア ル に つ い て

７ ． 意 見 交 換

８ ． そ の 他

９ ． 閉 会


